
会 議 記 録 （１） 

会議名称 令和５年度第４回北本市市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会 

開会及び 

開会日時 

令和６年２月１３日（火） 

午後１時３０分から午後２時３０分 

開催場所 北本市役所 会議室３－Ｂ 

議長氏名 会長 関口 明 

出  席 

  委員（者） 

氏  名 

林田 幸子、柿﨑 広、斉藤 勝夫、福山 史江、稲木 勝英、伊藤 治、 

河野 博朗、佐藤 道子、関口 明、水野 稔、吉野 進午、數藤 正也 

欠  席 

  委員（者） 

氏  名 

岩崎 祥江、若山 銀一郎、鈴木 義信 

説明者の 

職員氏名 
保険年金課長  佐藤 健市  保険年金課主幹  山本 一真 

事 務 局 

職員氏名 

保険年金課長  佐藤 健市   保険年金課主幹  山本 一真 

保険年金課主査 長谷川 知亮  保険年金課主事  降田 美来 

会 

議 

次 

第 

１ 開会 

２ 諮問 

 ３ 挨拶 

４ 議 事 

  ⑴ 報告事項について 

ア 国保事業費納付金及び標準保険税率の本算定結果について 

 ⑵ 協議事項について 

ア 令和６年度北本市国民健康保険特別会計予算（案）について 

イ 令和５年度北本市国民健康保険特別会計補正予算（案）について 

 ウ 北本市国民健康保険税条例の一部改正（案）について 

⑶ 審議事項について 

ア 北本市国民健康保険データヘルス計画及び北本市特定健康診査等実施計画 

（令和６年度～令和１１年度）（案）について(諮問) 

⑷ その他 

５ 閉会 

配 

付 

資 

料 

会議次第 

資料 1-1 令和６年度 国保事業費納付金・標準保険税率 【本算定】 

資料 1-2 【参考】令和６年度 国保事業費納付金・標準保険税率比較表（秋の試算結果との比較） 

資料 2-1 令和６年度 国民健康保険特別会計 歳入歳出予算（案）概要 

資料 2-2 令和６年度 国保特別会計当初予算（案）【歳入】前年度比較 

資料 3  令和５年度北本市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）（案）の概要について 

資料 4  北本市国民健康保険税条例の一部改正（案）について 

資料 5-1 北本市国民健康保険データヘルス計画及び北本市特定健康診査等実施計画（令和６年度～令和１１年度）

策定スケジュール（概要） 

資料 5-2 北本市国民健康保険データヘルス計画・特定健康診査等実施計画（令和６年度～令和１１年度）案 検

討結果一覧（令和６年２月１３日現在） 

資料 5-3 北本市国民健康保険データヘルス計画・特定健康診査等実施計画（令和６年度～令和１１年度）案 修

正内容（抜粋） 

資料 5-4 北本市国民健康保険データヘルス計画・特定健康診査等実施計画（令和６年度～令和１１年度）案 

北本市国民健康保険データヘルス計画及び北本市特定健康診査等実施計画（令和６年度～令和１１年度）に

ついて（諮問） 
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北本市附属機関等の会議の公開に関する規則第２条（公開・非公開の決
定）について諮り、会議を公開することが了承されました。 
 また、北本市附属機関等の公開に関する規則第５条（会議資料の閲覧）
について諮り、会議資料の閲覧が了承されました。 
 
  【傍聴人１名入室】 

 
１ 開 会 

   北本市国民健康保険に関する規則第４条第３項に規定する会議開催要件
である過半数の委員の御出席を頂いておりますので、本会議は成立いたし
ますことを御報告します。 

 
２ 諮 問 

（－略－） 
 
３ 挨 拶 
  会長 関口  明 氏 （－略－） 
 
４ 議 事 
  それでは、北本市国民健康保険に関する規則第４条第１項の規定により、
議長を関口会長にお願いします。 

   
  それでは、次第に沿って議事を進めたいと思います。 

（１）報告事項について 
ア 国保事業費納付金及び標準保険税率の本算定結果について、事務局

から説明願います。 
 

 －資料１－１～１－２を示して説明－ （－略－） 
 
 ただいまの説明について質問はありますか。 
 
 【特に質疑等なし】 
 
 質疑等はないようですので、次の議題に移りたいと思います。 
（２）協議事項について 
 続きまして、（２）協議事項 ア 令和６年度北本市国民健康保険特別会
計予算（案）について、事務局から説明願います。 

 

 －資料２－１～２－２を示して説明－ （－略－） 
 
 ただいまの説明について質問はありますか。 
 
 歳出の第４款保健事業費の説明の中で特定健診の無償化についての話が
あったが、自己負担は完全になくすという理解でよろしいでしょうか。 
 
 従来は、４０～６９歳は１,５００円、７０歳以上は８００円の自己負担
費用がございましたが、これを無償化し、自己負担は完全になくします。
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特定健診の受診率の向上→医療費の適正化→被保険者の負担軽減、と、よ
いサイクルにつなげるとともに、医療機関の御協力を頂きながら、特定保
健指導を通じて、生活習慣病の早期発見、早期治療に更に力を入れてまい

りたいと考えております。 
 
 資料２－２「令和６年度 国保特別会計当初予算（案）【歳入】前年度比
較」の説明では、予算案について、被保険者数の減少傾向を踏まえて試算
したものがいくつかあるということでした。一点質問なのですが、令和６
年１０月に予定されている短時間労働者の社会保険適用拡大は将来の国保
被保険者数の動きにも影響を及ぼすものと思いますが、このことについて
は、今回の試算の中に組み込まれているのでしょうか。 
 
 あくまでも「予算」であるため、今後予定される社会保険適用拡大等を
精確に分析し考慮しているわけではなく、基本的には、過去５年間の平均
被保険者数の推移を見て算出しています。また、被保険者数については、
減少するだけではなく転入や社保離脱等で増加する場合もあることから、

歳出予算の試算上は、平均被保険者数＋予備で考えています。 
 
 ほかに質疑等はないようですので、次の議題に移りたいと思います。 
 続きまして、イ 令和５年度北本市国民健康保険特別会計補正予算（案）
について、事務局から説明願います。 

 
 －資料３を示して説明－ （－略－） 
 
 ただいまの説明について質問はありますか。 
 
 【特に質疑等なし】 
 

 質疑等はないようですので、次の議題に移りたいと思います。 
 続きまして、ウ 北本市国民健康保険税条例の一部改正（案）について、
事務局から説明願います。 

 
 －資料４を示して説明－ （－略－） 
 
 ただいまの説明について質問はありますか。 
 
 【特に質疑等なし】 
 
 質疑等はないようですので、次の議題に移りたいと思います。 
（３）審議事項について 
 続きまして、（３）審議事項 ア 北本市国民健康保険データヘルス計画

及び北本市特定健康診査等実施計画（令和６年度～令和１１年度）（案）に
ついて、事務局から説明願います。 
 
 －資料５－１～５－４を示して説明－ （－略－） 
 
 ただいまの説明について質問はありますか。 
 
 【特に質疑等なし】 
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 ほかに質疑等はないようですので、これより、各案件について整理した
いと思います。 
 まず、（１）報告事項のアについては「承認」とし、（２）協議事項アか

らウのそれぞれについては、「了承」とすることでよろしいでしょうか。 
 
 【「はい」という声あり】 
 
 それでは、（１）報告事項について「承認」とし、（２）の各協議事項に
ついて「了承」といたします。 
 
 続きまして、（３）審議事項のアについて、修正や反対意見も特にないよ
うですので、原案に異議ない旨、答申することでよろしいでしょうか。 
 
【「はい」という声あり】 
 
 それでは、異議ない旨、答申したいと思います。なお、答申の文面につ

いては、会長である私に一任いただけますでしょうか。 
 
【「はい」という声あり】 
 
（４）その他 
 続きまして（４）その他について、事務局からお願いします。 
 
 －事務連絡－ （－略－） 
 
 以上で、予定されていた全ての議事が終了しましたので、議長の任を解
かせていただきます。 
 

５ 閉 会 
副会長 佐藤 道子 氏 （－略－） 

 

 以上をもちまして、令和５年度第４回北本市市町村の国民健康保険事業
の運営に関する協議会を終了いたします。 
 

了 

 


